
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

七

号

周
辺
事
態
安
全
確
保
法
と
国
連
憲
章
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

7



周
辺
事
態
安
全
確
保
法
と
国
連
憲
章
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
と
戦
争
の
違
法
化
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
平
成
十
三
年
七
月
二
十
三
日
答
弁
）
の
不
明
な
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

先
の
答
弁
書
に
よ
る
と
武
力
の
行
使
に
は
、
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ

る
も
の
と
が
存
在
す
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

武
力
の
行
使
は
、
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
と
の
二
種
類
に

分
か
れ
る
の
か
。
ま
た
こ
の
観
点
か
ら
三
種
類
以
上
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

あ
る
武
力
行
使
が
、
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
認
定
す
る
主
体
は
ど
こ
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

先
の
答
弁
書
に
よ
る
と
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
武
力
の
行
使
に
は
、
「
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
る
場
合
や
安
保

理
に
よ
る
所
要
の
決
定
が
あ
る
場
合
」
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
と
の
政
府
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
認
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



�

先
の
答
弁
書
で
い
う
「
安
保
理
に
よ
る
所
要
の
決
定
」
に
関
し
、
�
必
要
と
さ
れ
る
決
定
の
要
件
と
内
容
、
�
過
去
に

お
け
る
実
例
、
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
周
辺
事
態
に
際
し
て
日
米
安
保
条
約
の
目
的
の
達
成
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
」
（
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
第

三
条
第
一
項
第
一
号
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
戦
闘
行
為
が
、
国
連
憲
章
の
下

で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
に
該
当
す
る
場
合
は
あ
り
得
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

周
辺
事
態
安
全
確
保
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
で
定
義
さ
れ
て
い
る
「
後
方
地
域
捜
索
救
助
活
動
」
は
、
同
じ
く
第
二
号

で
定
め
る
「
戦
闘
行
為
」
が
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
る

の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


